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１ はじめに 

 
本市は、昭和 8年の市制施行以来、近隣の市や町村との合併を重ね、令和 8

年 1月 1日現在、    人の人々が暮らす全国の中核市の中でもトップクラ

スの人口規模を誇るとともに、首都東京に隣接した都市機能に加え、安行台地

や見沼田んぼ等の自然環境が共存する暮らしやすいまちとして、市内外から高

い評価を受けています。 

一方、全国的に少子高齢化が進む中、本市の将来人口は、今後も約 60 万人を

横ばいで推移することが予測されているところですが、15 歳未満の年少人口に

ついては、直近 10 年間で減少傾向にあり、今後、減少の加速度が増すものと推

計されており、おのずと、市立小中学校に通う児童生徒の数も高い確率で減少

が予測されることから、その対応策の構築が不可欠となっています。 

教育委員会では、これまでも直面する少子高齢化に対応するため、時勢を見

据えて市立小中学校の適正規模・適正配置の検討を行い、平成 24 年に学校規模

の偏り等に対応するための基準等を設定した小中学校適正規模適正配置基本方

針を策定するとともに、社会経済情勢や国が示す教育方針の変化に伴い、令和 2

年に同方針の改定を行う等、市立小中学校を取り巻く環境の維持向上に努めて

きました。 

こうした中、近年においても、市立小中学校の児童生徒数は減少傾向が続い

ており、令和 7年度当初において、全学年単学級の小学校が 2校存在するほか、

中学校においても小規模校が増えている状況にあります。学校の小規模化は、

人間関係の固定化や教育活動の制限等、様々な問題が生じることが予想され、

何らかの方策を講じるべき大きな課題の一つと言えます。 

他方、都市開発等の影響から、人口増加が見込まれる地域や令和 8年度から

中学校において実施される 35 人学級等の影響から、数年程度、学級数の増加が

見込まれる学校もあり、課題は複雑化を増しています。 

加えて、本市の学校施設は、昭和 40 年代後半から 50 年代に集中的に整備さ

れていることから、施設更新の時期を迎える学校が増えることとなるとともに、

現在、学校のプール施設や学校以外の公共施設の有効活用を踏まえた施設マネ

ジメントの観点からも、今後の学校を中心とした教育等の関連施設の在り方に

ついて検討が必要となっています。 

そのため、教育委員会では、児童生徒にとってより良い教育環境の整備と教

育の質のさらなる充実に加え、将来に渡って持続可能な地域社会の構築に資す

ることを目的に、小中学校の適正規模・適正配置を含めた市内全域の学校再編

に向けて取り組みを進め、この度、2度目となる当該方針の整理・見直しを行い

ました。 

今回は、適正規模・適正配置の基本的な考え方を整理し、新たな基準の設定

やこれまでの基準を一部見直す等、将来的な学校再編に向けた学校の在り方を

示す基本的な方針として改定いたしました。 

 当該方針の改定により、次世代の地域社会の担い手となる青少年の健全育成

が促進され、教育環境が向上するとともに、今後取り組む本市初となる学校再

編計画策定の道しるべになることを志向するものです。 

 

 

-1-



 

 

２ 適正規模・適正配置基本方針の概要 

 

(1) 適正規模・適正配置の考え方 

児童生徒が多様で変化の激しい社会を生き抜いていくため、学校教育においては、

多様な考えに触れ、互いに認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、思考

力や表現力、判断力、問題解決能力等を育み、社会性や規範意識を身に付けさせるこ

とが重要です。 

本市の小中学校がこうした役割を十分果たしていくためには、各学校において一定

の集団規模や学級数を確保するとともに、効率的・効果的な教育活動を展開していく

ことが必要となります。 

また、現在、学校施設の老朽化対策も重要な課題となっており、教育資源の有効活

用の観点からも、学校の適正規模・適正配置が求められています。 

                                     ＊１ 

適正規模 … 一定の規模の児童生徒集団や学校規模を確保すること 

適正配置 … 地域の実態を踏まえて通学条件や通学手段を考慮し、学校を配置 

すること 

 
(2) 基本方針改定の目的 

本市では、児童生徒数の減少や地域による学校規模の偏り等に対応し、教育環境の

維持向上を図ること目的として、小中学校適正規模適正配置基本方針（以下、基本方

針）を平成 24年 2 月に策定しました。 

その後、国の方針の変更等＊２もあり、本市がそれまで導入していた学校選択制によ

る就学制度を見直し、令和元年度の入学生から居住地域により定められた学区の学校

へ通学する、いわゆる基本学区制に戻したこと等、社会情勢や教育制度の変化に対応

するため、令和 2 年 3月に基本方針の改定を行いました。 

今後、児童生徒数がさらに減少していくことが見込まれるとともに、これまで以上

に学校施設の老朽化対策が求められる中、外国籍児童生徒の増加や地域による人口の

偏り等、本市が直面する諸課題の解決を図るために、市内全域を対象とした学校再編

が必要となっている状況です。 

そのため、教育委員会では、学識経験者や学校関係者、市民を交えた川口市小中学

校在り方審議会（以下、審議会）を設置し、基本方針の改定を含め、新たに学校再編

計画を策定していくため、令和 7年 1 月の第１回審議会において諮問しました。 

その後、4 回の審議を経て、令和 7 年 8 月に基本方針の改定に向けた審議をまとめ

た中間報告を受け、教育委員会では、この報告を踏まえ、市内全域を対象とする将来

的な小中学校の適正規模・適正配置及び望ましい学習環境について在り方を示す（仮

称）川口市立小中学校再編計画（以下、再編計画）の他、地域ごとの再編を推進する

ための地域プランを策定するための第一歩とすることを目的に、市として 2 度目とな

る基本方針の改定を行います。 

 

 
＊１ 

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き ～少子化に対応した活力ある学校づく

りに向けて～ (平成 27 年 1月 27 日 文部科学省) 

＊２ 
「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策に

ついて」 (平成 27 年 12 月 中央教育審議会答申) 
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(3) 基本方針の位置づけ 

基本方針は、本市の教育行政の指針である川口市教育大綱及び川口市教育振興基本

計画、さらには、学校施設の総合的かつ中長期的な整備計画である川口市学校施設長

寿命化計画等との整合を図りながら、本市の小中学校の適正な規模や配置に関する基

準を示すとともに、本市の児童生徒にとって、よりよい教育環境の整備と充実した学

校教育の実現をめざすものです。（図 1） 
なお、基本方針については、国や県・本市の施策の変更や社会情勢の変化、他事業 

の進捗状況等を勘案しながら、再編計画とともに必要に応じて定期的に見直しを行い

ます。 
 

 

図 1 基本方針の位置づけ（イメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育局関連計画

整合・連動

相互連携

川口市総合計画

川口市教育大綱

川口市教育振興基本計画

（仮称）川口市立小中学校再編計画

川口市公共施設等総合管理計画

川口市学校施設長寿命化計画

※再編計画の他に、地域ごとの再編を推進するためのプラン（計画）を策定する予定

川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針

※令和９年策定予定
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３ 川口市立小中学校の現状と課題 

 

(1) 現状 

① 児童生徒数の推移 

本市の小中学校に通う児童生徒の人数は、令和 2年(2020 年)度以降減少傾向に

あり、毎年実施している 5 月 1 日現在の調査によると、令和 2 年から令和 7 年(2025

年)の間に 2570 人(小学生 2020 人、中学生 550 人)減少しています。(表 1)＊３＊４ 

この減少傾向は、地域によって変動の偏りは異なりますが、全市的に見ると、今

後一層進んでいくものと見込んでおり、令和 7年度以降、令和 17 年(2035 年)まで

の間に約 6700 人(小学生約 4000 人、中学生約 2700 人)の児童生徒が減少すると見

込まれます。 

なお、表 1の児童生徒数については、川口市立高等学校附属中学校、芝西中学校

陽春分校、市内小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒を除いた数値となって

います。 

 
表 1 児童生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本市の特徴として、小中学校に通う児童生徒の総数が減少傾向にある一方、

外国籍児童生徒や特別支援学級に在籍する児童生徒は増加している現状が挙げら

れます。外国籍児童生徒数については、学校や地域によって差があるものの、市内

の外国人居住者の増加に併せ、今後も増加が見込まれる状況です。 

特別支援学級に在籍する児童生徒についても、令和 7 年 5月 1 日現在、1023 人 

 

 
＊３ 

実績値は各年 5 月 1 日現在の児童生徒数調査 

推計値は令和 5 年度の住民基本台帳及び小中学校の在籍率から算出 (川口市教育委員会) 

＊４ 
児童生徒数の推移は外国籍児童生徒も含めた数値
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(小学生 745 人、中学生 278 人)の児童生徒が特別支援学級に在籍しており、令和 

3 年度以降の 5年間で 331 人増加している状況です。＊５ 

 

② 学校規模の状況 

小中学校の適正規模に関する国の基準については、学校教育法施行規則により

12～18 学級と示されており、本市においては、平成 19 年度に教育局内に設置した

小中学校の適正配置等検討委員会で学校規模の分類を行い、国の基準を踏まえ、 

12～24 学級を適正規模と定めています。(表 2) 

 

表 2 川口市の小・中学校規模の分類 

区分 小学校 中学校 

過小規模校 

小規模校 

適正規模校 

大規模校 

過大規模校 

6 学級以下 

7～11 学級 

12～24 学級 

25～30 学級 

31 学級以上 

6 学級以下 

7～11 学級 

12～24 学級 

25～30 学級 

31 学級以上 

 

現在、本市小中学校の学校規模の推移については、令和元年度以降、児童生徒数

の減少に伴い、徐々にではありますが小規模化の傾向が進んでいます。(表 3)＊６ 

令和 7 年 5 月 1日現在、市内小学校の学校規模は、全学年単学級の過小規模校が

2 校、小規模校が 4 校、適正規模校が 38校、大規模校が 8 校という状況です。 

同じく、中学校の学校規模については、過小規模校や大規模校に該当する学校は

ありませんが、小規模校が 8 校、適正規模校は 18 校という状況となっています。 

学校の小規模化は、児童生徒数の推移同様に今後より顕著に表れるものと予測し

ています。 

なお、適正規模・適正配置を検討する際の学校規模についても、入学者選考を実

施する川口市立高等学校附属中学校及び学齢外の生徒が通う芝西中学校陽春分校、

加えて、市内特別支援学級の学級数は含まれていません。 
 

   また、前述した外国籍児童生徒や特別支援学級に在籍する児童生徒数の増加に伴

い、各学校における日本語指導教室や特別支援学級の必要教室数は年々増加傾向に

あります。 

   加えて、近年、不登校児童生徒の居場所となる校内教育支援センター（川口市で

は、通称ほっとルーム）の設置に向けた取り組みや、共働き世帯の増加等の影響に

より、保護者が昼間家庭にいない小学生に生活の場を提供する放課後児童クラブ＊

７を利用する児童数も増加傾向にあることから、一部の学校においては、転用でき

る教室数が不足することが予想されます。 

 
＊５ 

令和 7 年度川口市の特別支援教育 川口市の特別支援教育推進に関する計画 (川口市教育委員会) 

＊６ 
実績値は各年 5 月 1 日現在の学級数調査 

推計値は令和 5 年度の住民基本台帳及び小中学校の在籍率から算出 (川口市教育委員会) 

なお、１学級あたりの在籍児童生徒数は、小中学校ともに 35 人として算出 

＊７ 
児童福祉法 第 6 条 3第 2 項 
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表 3 市立小中学校の学級数の推移 

年

度 

小   学   校 中   学   校 

6 

学級 

以下 

7～

11 

学級 

12～

24 

学級 

25～

30 

学級 

31 

学級 

以上 

計 

6 

学級 

以下 

7～

11 

学級 

12～

24 

学級 

25～

30 

学級 

31 

学級 

以上 

計 

実

績

値 

Ｒ１ １ ５ ３８ ８ ０ ５２ ０ ８ １８ ０ ０ ２６ 

Ｒ２ ０ ７ ３７ ７ １ ５２ ０ ７ １９ ０ ０ ２６ 

Ｒ３ ０ ８ ３６ ８ ０ ５２ ０ ６ ２０ ０ ０ ２６ 

Ｒ４ １ ７ ３７ ７ ０ ５２ ０ ６ ２０ ０ ０ ２６ 

Ｒ５ １ ６ ３８ ７ ０ ５２ ０ ７ １９ ０ ０ ２６ 

Ｒ６ ２ ４ ３８ ８ ０ ５２ ０ ８ １８ ０ ０ ２６ 

Ｒ７ ２ ４ ３８ ８ ０ ５２ ０ ８ １８ ０ ０ ２６ 

推

計

値 

Ｒ８ ３ １４ ３２ ３ ０ ５２ ０ ７ １９ ０ ０ ２６ 

Ｒ11 ２ １９ ２９ ２ ０ ５２ ０ ９ １７ ０ ０ ２６ 

Ｒ14 ５ １６ ３０ １ ０ ５２ ０ ９ １７ ０ ０ ２６ 

Ｒ17 ５ １６ ３１ ０ ０ ５２ ２ １３ １１ ０ ０ ２６ 
               

 
 
③ 学校施設の状況 

本市の学校施設は、昭和 40 年代後半から 50 年代に集中的に整備され、現在、本市

の公共施設全面積の約 43％を占めています。 

校舎の耐震化は平成 28年に全て完了している一方、多くの学校施設で老朽化が進

んでいる状況となっています。(表 4) 

また、施設の改修や更新については、多額な費用が必要となることから、コストの

縮減を図りながら必要な老朽化対策を行っていくことが求められます。＊８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊８ 

川口市学校施設長寿命化計画 (令和 5年 3 月改訂 川口市教育委員会) 
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表 4  学校施設の状況(令和 7年 5 月 1日現在) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※建築年度は、校舎棟の中で一番古い校舎 
の建築年度を記載しています。 
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(2) 課題 

① 人口推移 

・年少人口の減少 

令和 7 年１月１日現在の住民基本台帳を基準に作成された本市の人口推計＊９

によると、本市の総人口は、今後10年間は減少傾向にあるものの、令和35年(2035

年)以降、若干増加に転じながら約 60 万人でほぼ横ばいで推移していくものと見

込まれています。 

一方、0歳から 14 歳までの年少人口については、ほぼ横ばいに推移する総人口

と比較すると、より顕著な減少傾向が予測されており、今後、深刻さを増す少子

高齢化は、本市にとっても課題の一つであると捉えています。（表 5） 

 

表 5 本市における年少人口(15 歳未満)の推計 

年  齢 
Ｒ７ 

（2025） 
Ｒ１２ 

（2030）  

Ｒ１７ 
（2035） 

Ｒ２２ 
（2040） 

Ｒ２７ 
（2045） 

Ｒ３２ 
（2050） 

 ０歳～ ４歳 19,775 21,056 21,333 21,739 21,344 20,660 

 ５歳～ ９歳 23,611 19,027 20,254 20,500 20,863 20,446 

１０歳～１４歳 25,426 23,392 18,839 20,048 20,282 20,627 

計 68,812 63,475 60,426 62,287 62,489 61,733 

総人口 607,447 605,362 605,339 607,406 609,400 610,200 

 

・地域間における学校規模の偏り 

    今後の人口推移については、都市開発や外国人居住者のさらなる増加等の影響

による人口増加地域と横ばいや減少傾向にある地域では、小中学校に通う児童生

徒数にも大きな差が生じることが予想され、地域間の学校規模の偏りが課題とし

て考えられます。 

    他にも、学校規模に関する課題として、学校の小規模化が進んでいくと、児童

生徒相互の人間関係が固定化し、自立心や社会性を養うことが難しくなることが

予想される一方、大規模校や児童生徒数の増加が見込まれる学校においては、教

室数不足等の課題や教員の目が行き届かないといった学習面での課題が生じる

可能性も考えられます。 

 

② 教育環境及び学習環境の整備・充実 

  ・小中一貫教育の設置 

本市では、小学校課程から中学校課程への円滑な移行に向けて小中連携教育を

推進しており、各地区、各学校においては、研究委嘱校の指定や中学校区内の小

学校と中学校による合同研修会を開催する等、学校の課題やめざすべき児童生徒

の姿を共有し、地域一体となった取り組みを展開しています。 

一方で、市内には 3 つの中学校に分かれる小学校や 4 つの小学校から進学する

中学校があり、小学校卒業後の進路に影響を及ぼしている状況が見受けられます。 

加えて、義務教育 9 年間を見通した継続的な学力・学習意欲の向上や中１ギャ 

ップへの対応として、平成 28 年に改正された学校教育法により 9 年間の義務教 

 

 
＊９ 

第 6 次川口市総合計画（案） (令和 7年 10 月 川口市総合計画審議会)を元に算出 
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育を一貫して行う新たな学校形態(義務教育学校)や小学校と中学校がそれぞれ

独立しながらも一貫した教育を施す学校形態(小中一貫型小学校・中学校)の設置

が可能となり、児童生徒の学習環境を整備・充実するための手法の一つとして、

本市でも設置に向けた検討が必要となっています。 

 
・公共施設(公民館やスポーツセンター等)の老朽化対策 

    学校施設と同様に、本市の公民館等の社会教育施設の多くは、昭和 40 年代か

ら 50 年代の第 2次高度経済成長期に建設・整備されているため、老朽化が進ん

でいる状況です。 

    スポーツ施設についても、建築年数の経過による老朽化対策が課題となってお

り、バリアフリー化を含め、施設の改修や設備機器の更新などを計画的に進めて

いくことが必要となっています。 
    こうした中、全国的にみると施設の機能性・合理性の向上を目的に、学校と教

育施設等の公共施設を複合化する自治体も増えている状況です。 
    本市においても、平成２９年に幸町小学校と幸栄公民館を複合化し、学校と地

域を結ぶ架け橋として広く利用されており、今後は、公共施設の複合化を更に用

いた学校の再編を検討する必要があります。 

 
・地域コミュニティの拠点としての学校の在り方 

本市では、平成 27 年 12 月に文部科学省から地域とともにある学校づくりを推

進していく方針＊10が示されたことに伴い、令和元年度に学校選択制から居住地

域により定められた学区の学校へ通学する基本学区制に戻したことや、令和 3 年

度に川口市立高等学校附属中学校を除く、全小中学校で学校運営協議会 (コミュ

ニティ・スクール) を設置したこと等により、地域と一体となって児童生徒を育

む学校づくりに取り組んできました。 

少子高齢化が一層進んでいく本市の将来を見据え、学校と地域との協働を通じ

て、地域の将来を担う人材を育成し、自立した地域社会の基盤の構築を図る、学

校を核とした地域づくりの更なる推進が求められています。 

 

  ・利用教室の確保等 

全市的な児童生徒数の減少に伴い、学校規模が縮小化の傾向となる一方で、外

国籍児童生徒や特別支援学級に在籍する児童生徒が増加している現状から、各学

校における日本語指導教室や特別支援学級の教室確保に加え、不登校児童生徒の

居場所となる校内教育支援センター（川口市では、通称ほっとルーム）の充実と

いった学習環境の整備が求められています。 

また、令和 8 年度から、中学校においても 1 クラスの上限人数を 35 人とする

定数改善が示された＊11ことにより、数年程度の間、学級数の増加が見込まれる

中学校もあります。今後の小中学校の適正規模・適正配置にあたっては、学校規

模に応じた再編と同時に必要となる教室数の確保に向けた取り組みが課題とな

っています。 

 
＊10 

新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策につ

いて (平成 27 年 12 月 21 日 中央教育審議会答申) 

＊11 
教師を取り巻く環境整備に関する合意 (令和 6年 12 月 24 日 財務大臣・文部科学大臣) 
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４ 適正規模・適正配置の基準及び検討の進め方 

 

(1) 基準 

① 適正規模に関する基準 

国では、適正規模の基準について、小学校においては全学年でクラス替えを可能

としたり、学習活動の特質に応じて学級を超えた集団を編成したり、同学年に複数

教員を配置するためには 1 学年 2 学級以上(12 学級以上)が望ましいとしており、

中学校においても、小学校と同様、少なくとも 1学年 2 学級以上(6 学級以上)が必

要であるとともに、免許外指導をなくしたり、全ての授業で教科担任による学習指

導を行ったりするためには、1 学年 3 学級以上(9学級以上)を確保することが望ま

しいとされています。＊12 

本市においても、学校の小規模化が学校へ及ぼす影響は、表 6 に示すとおりメリ

ット、デメリットの両面があるものの、児童生徒間の集団生活による社会性等の育

成に向けて、多くの教職員から多様な指導を受ける環境を確保できるよう、従前よ

り、小学校においては 1学年に 2学級以上、中学校においては教科担任制の教科指

導の充実等の観点から、1 学年に 3 学級以上の確保が望ましいと基準を示してきま

した。 

 
表 6 学校の小規模化が学校へ及ぼす影響 

  メリット デメリット 

児

童

生

徒

の

面 

・児童生徒相互の人間関係が築きやす

い。 

・学校全体での活動が行いやすく、異

学年間の交流が生まれやすい。 

・行事や当番、授業において出番が多

くなり、存在感が得られる機会が増

える。 

 

・人間関係が固定的になり、交友関係

が崩れた場合、改善が困難になる。 

・人間関係が序列化しやすく、6年間

（3 年間）続く恐れがある。 

・異学年間の交流も限られることか

ら、友達づくりの機会が少ない。 

・男女の数が偏ることがある。 

・学級間で競い合いがないことから、

切磋琢磨する機会が減る。 

・多様な考え方に触れる機会が少なく

なることから、自立心や社会性が育

ちにくい。 

教

師

の

面 

・全校児童生徒の顔と名前が覚えら

れ、目が届きやすい。 

・個々の児童生徒にきめ細やかな学習

指導を行うことができる。 

・学年で担任が 1人のために、相談相

手がなく、教材研究や指導方法が独

断になりやすい。 

・1 人で何役もの校務分掌を受け持ち、

担当業務の充実が図れず、また、出

張や研修の調整が難しい。 

 

 

 
＊12 

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き ～少子化に対応した活力ある学校づく

りに向けて～ (平成 27 年 1月 27 日 文部科学省) 
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現在、小学校では、教師の専門性を高め、より質の高い学習環境の構築に向けて、

高学年を中心に教科担任制を実施している学校も増えている状況であり、市内全て

の小学校で教科担任制が実施されるためには、中学校と同規模程度の学級数を確保

していくことが必要となります。 
また、中学校では、現状で大規模校の基準に該当する学校はなく、今後も適正規

模を維持する学校が多い推計とはなっているものの、令和 8年度以降、国から小学

校に準じて 1 クラスの在籍生徒数の上限を 35 人に段階的に引き下げることが示さ

れたことから、数年程度の間、一時的に学級数が増加する学校も考えられます。 
 

加えて、今後、市内全域を対象とした学校再編を進めるにあたり、学校数の適

正化を図った際には、1校あたりの在籍児童生徒数や学級数が増える状況となりま

す。 
さらには、学校の立地状況や児童生徒の通学環境を考慮した場合、同校種(小－

小、中－中)の統廃合及び大規模校の解消等が困難となる地域も想定される状況で

す。そのため、学校再編の考え方として、小中一貫教育制度の枠組みの一つである、

9 年間の義務教育を一貫して行う義務教育学校の設置についても検討が必要となる

ことも考えられるため、新たな基準については、義務教育学校の学校規模について

も示していく必要があります。 
なお、義務教育学校の適正規模に関する国の基準＊13については、18学級以上 27

学級以下と示されています。 

 
これらの状況を総合的に勘案し、学校規模の基準及び学校規模の分類(表 7)を以

下のとおり設定します。 
 
 
・小学校、中学校ともに「１２～２４学級」を適正規模とする（変更なし） 

・義務教育学校は「１８～３６学級（１学年２～４学級）」を適正規模とする 

 
 

表 7 川口市の小・中学校規模の分類(改定版) 

区分 小学校 

（6 学年） 

中学校 

（3 学年） 

義務教育学校 

（9 学年） 

過小規模校 

小規模校 

適正規模校 

大規模校 

過大規模校 

6 学級以下 

7～11 学級 

12～24 学級 

25～30 学級 

31 学級以上 

6 学級以下 

7～11 学級 

12～24 学級 

25～30 学級 

31 学級以上 

9 学級以下 

10～17 学級 

18～36 学級 

  37学級以上＊14 

 

 

 

 
＊13 

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第四条 

＊14 
義務教育学校については、過大規模校の基準を設定せずに 37 学級を超える場合には大規模校とする 
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【大規模校への対応】  

令和 7 年現在、小中学校ともに過大規模校に該当する学校はなく、大規模校に該当し

ている学校についても今後の少子化の影響等により、将来的には適正規模に向かってい

く予測です。 

しかしながら、都市開発等によって人口が急増する地域や中学校の 35 人学級への移

行により学級数が増加する学校も考えられることから、引き続き、人口の推移を注視し、

必要に応じて学区の調整等を行うことにより適正規模の維持に努めていきます。 

また、後述の適正配置に関する基準を踏まえ、学校規模の適正化を図る手法として、

小中学校 9 年間を一貫して行う義務教育学校の設置についても検討していきます。 

なお、将来的に児童生徒数は逓減していくことが見込まれていることから、基本的に

は、既存の施設を活用しながら、以下のとおり大規模校への対応を進めていきます。 

 

 

局地的な都市開発や急激な児童生徒数の増加等により、継続的に過大規模の状態が

予測される場合、通学区域や就学指定校の変更等の検討を開始する 

 

 

【1 校あたりの適正人数】 

小学校の場合、1クラスの上限が 35 人であることから、適正規模（12～24 学級）を

維持するために最低限必要な児童数は 1学年あたり 36 人であり、全学年複数学級を確

保するために最低限必要となる児童数は 216 人となります。 

中学校についても、1 クラスの上限を 35人と想定した場合、適正規模（12～24 学級）

を維持するために最低限必要な生徒数は 1 学年あたり 141 人であり、全学年 4 学級を

確保するために最低限必要となる生徒数は 423 人となります。 

また、今後、義務教育学校が設置された場合、適正規模である 18～36 学級を維持す

るために最低限必要な児童生徒数は 1 学年あたり 36 人であり、全学年(9 学年)複数学

級を確保するために最低限必要となる児童生徒数は 324 人となります。(表 8) 

 

表 8 適正規模を確保するために 1 学年あたりに必要な学級数及び児童生徒数 

 小学校 

（6 学年） 

中学校 

（3 学年） 

義務教育学校 

（9 学年） 

下限 上限 下限 上限 下限 上限 

学級数 

（全学年） 

2 学級 

（12学級） 

4 学級 

（24学級） 

4 学級 

（12学級） 

8 学級 

（24学級） 

2 学級 

(18 学級) 

4 学級 

（36学級） 

児童生徒数 36 人 140 人 141 人 280 人 36 人 140 人 

全校 

児童生徒数 
216～840 人 423～840 人 324～1260 人 

※すべての校種で 1 学級の在籍人数を 35人で算出 
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② 適正配置に関する基準 

・通学区域 

小中学校間の接続を考慮し、児童生徒の交友関係や義務教育９年間の学びの継

続性を最大限に活かして教育活動を展開していくことは、学力・学習意欲の向上

や精神的・身体的な不安の解消につながります。 
また、川口市立高等学校附属中学校を除く、本市の小中学校には学校運営協議

会(コミュニティ・スクール)が設置されており、今後、一層深刻となる少子高齢

化に対応するためには、学校と地域のより強い連携体制の構築が求められます。 

    そのため、可能な限り小学校段階の人間関係や学習環境を中学校でも保つとと

もに、地域の力を一つの学校に集約していくことが重要となります。 

 

これらの状況を踏まえ、新たに通学区域の基準を以下のとおり設定します。 

 

 
通学区域は、中学校区を基本として１中学校あたり１～３校程度の小学校で構成し、

同じ小学校の児童が、異なる中学校に分かれることなく同一の中学校区となるよう

配慮する 

 
 

【通学区域の考え方】 

本市は、住民基本台帳の居住地に基づいて就学指定校が定められている、いわゆる

基本学区制となっています。また、通学区については、教育委員会が組織する通学区

検討委員会において調整・変更が行われており、都市開発等によって通学区の再編成

が生じた場合等、必要に応じて検討を行っています。 

今後の適正規模・適正配置に向けた取り組みは、市内全域を対象とした学校再編計

画を新たに策定し、当該計画に基づいて進めていくことになります。 

学校再編を進めるにあたり、通学区の見直しが必要となった場合には、通学区検討

委員会において通学区の調整・変更を行います。 

通学区の調整・変更にあたっては、地域の状況や児童生徒への影響を十分に考慮し

て、恒常的または一時的に、2 つの学校から指定校を選択できる地域を定める等、弾

力的な運用に努めます。 

  また、通学区の調整・変更は、学校再編計画に沿って順次進めていきますので、そ

れまでの間は、現在の学区に基づく対応を継続します。 

 

・通学距離 

国では、公立小・中学校の通学距離について、小学校でおおむね 4 ㎞以内、中学

校ではおおむね 6 ㎞以内という基準を、公立小・中学校の施設費の国庫負担対象と

なる学校統合の条件として定めています。＊15 

   そのような中、市内の現状をみると、令和 7 年 7 月に市内保護者を対象に行った

調査＊16では、通学している学校までの距離(通学路による実際の距離)について、 

 

 
＊15 

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第四条 

＊16 
小中学校適正規模適正配置に関するアンケート調査 (令和 7 年 7 月 10 日 川口市教育委員会) 
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小学生保護者の 97%が 1.5km 以内、中学生保護者の 93%が 2.0km 以内であるとの回

答でした。 

   児童生徒の通学の利便性を考慮し、教育活動を効果的に展開するためには、学校

規模との整合を保ちつつ、本市の児童生徒にとって適切な通学範囲を定める必要が

あります。 

 

これらの状況を踏まえ、新たに通学距離の基準を以下のとおり設定します。 

 
 

通学距離は、小学校はおおむね 1.5ｋｍ以内、中学校はおおむね 2.0ｋｍ以内を 

基本範囲とする 

※居住地によって道路状況等に違いがあることから、基準は自宅から学校までの 

直線距離とする(通学路による実際の距離とは異なる) 

 
 

・通学時間 

国では、公立小・中学校の通学時間について、各市町村において、地域の実情や

児童生徒の実態に応じて１時間以上や１時間以内に設定することの適否も含めた

判断を行うことが適当である＊17と示されています。 

   本市の児童生徒の通学時間については、保護者を対象に行った調査によると、小

学生 99%、中学生 96%の保護者が 30 分以内であると回答しています。 

   今後の学校再編が進んだ場合、学校の数が少なくなることが予想され、通学距離

同様に通学時間が増えることも考えられます。児童生徒に過度な負担が生じないよ

う、可能な限り現在の通学環境を維持した学校再編が必要となります。 

 

これらの状況を踏まえ、新たに通学時間の基準を以下のとおり設定します。 

 
 

通学時間は、小学校・中学校ともにおおむね３０分以内を基本範囲とする 

 

 

【通学距離及び通学時間の考え方】 

通学距離及び通学時間については、気象条件や交通環境、児童生徒の発達段階や身

体的な個人差などに左右されることから、あくまでも児童生徒が登校可能な範囲の目

安として設定するものです。 

また、中学校においては、通学距離及び時間の基準を超える状況にある場合には、

各学校において安全対策を十分に講じた上で、自転車通学の地域を定める等、生徒の

負担軽減や利便性を考慮した通学方法について検討する必要があります。 

 

 

 
＊17 

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き ～少子化に対応した活力ある学校づく

りに向けて～ (平成 27 年 1月 27 日 文部科学省) 
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(2) 検討の進め方 

① 統廃合等＊18に関する基準 

本市は、現段階で児童生徒数の減少に伴い学校規模が過小規模校に該当し、統廃

合等に向けた検討が必要な学校や地域が出ている状況です。 

各学校において児童生徒が思考力や表現力、判断力、問題解決能力等を育み、社

会性や規範意識を身に付けるためには、一定の集団規模や学級数を確保することが

必要であることから、過小規模校への対応は急務であると言えます。 

統廃合等に関する検討については、児童生徒数の推移を見極め、学校再編の手法

として適切な判断が求められます。 

一方で、学校は児童生徒のための施設であるだけでなく、避難所や地域交流の場

等、様々な機能をもち合わせており、地域コミュニティの拠点として重要な役割を

有していることから、統廃合等については中長期的な視点に基づき、慎重かつ丁寧

な検討が必要であることを考慮しなければなりません。 

こうした状況を踏まえ、統廃合等を含めた学校の存置を検討する基準を以下のと

おり設定します。 

 
・過小規模（小・中学校：６学級以下、義務教育学校：９学級以下）の状態が２年

継続し、翌年度以降も継続的に過小規模が予測される場合、統廃合等の検討を開

始する 

 
② 統廃合等の進め方 

今後の統廃合等を含めた学校の適正規模・適正配置については、市内全域を対象に

策定をめざす再編計画の他、地域ごとの再編を推進するための地域プランに基づいて

計画的に取り組みます。 

また、再編計画を策定する前に統廃合等の基準に達した学校や施設の老朽化によっ

て改築等が必要となった学校については、教育委員会で方向性を定めた上で、対象児

童生徒や保護者、地域住民に説明を行う等、関係者の意見を考慮しながら、個別に該

当校の適正規模・適正配置について検討を開始します。 

  再編計画策定後の統廃合等の検討については、教育委員会に設置されている川口市

立小中学校在り方検討委員会において執り進めるとともに、該当校関係者、保護者、

地域の方々と（仮称）地域連絡協議会を設置し、合意形成を進めます。 

今後の再編計画の策定にあたり、現段階における統廃合等を含めた学校再編の方向

性を以下に示します。 

 
・統廃合等を進める場合は、既存の校舎・通学区を最大限に活用する 

・統廃合等の対象校のうち、立地等の状況で近隣校との統合が困難な場合、義務教育 9 

年間を一貫した教育を行う義務教育学校の設置を検討する 

・地域とより深い連携体制を築き、学校が地域コミュニティの拠点として在り続ける 

よう、公民館等の公共施設との複合化についても併せて検討する 

・町会・自治会や主要道路・鉄道路線に配慮して、必要に応じて通学区の調整等を行う 

 
 
＊18 

統廃合等とは、学校の統合、廃止の他、義務教育学校への学校形態の変更や学校の分離等、学校再編

の手法を示す総称とする 
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５ 今後の学校の在り方に向けた検討 

 
(1) 地域との連携・市民への情報提供 

  適正規模・適正配置を含めた学校再編の取り組みにあたっては、学校、保護者、地

域と情報を共有するとともに、関係者との（仮称）地域連絡協議会において意見交換

を行った上で合意形成を進めます。 

また、教育委員会での検討や連絡協議の内容等については、ホームページへの公開

やリーフレットの作成等を通じて、積極的に市民へ情報提供を行っていきます。 

 

(2) 部局横断的な検討 

  適正規模・適正配置を含めた学校再編の取り組みに向けては、都市計画、施設マネ

ジメント、財政等、様々な関係部局との連携が必要となります。 

  そのため、市長部局との調整、連携の強化を図り、部局横断的な検討を進めます。 

 

(3) 今後のスケジュール 

  基本方針に基づき、令和 9 年までに適正規模・適正配置の実現に向けて具体的な手

法を示した再編計画の他、地域ごとの再編を推進するための地域プランを策定します。 
  また、計画策定後、地域協議の開催や通学区域の調整等を経て、令和 12 年から再

編計画に基づいた取り組みを開始できるよう進めます。（表 9） 
  なお、今後の学校再編の取り組みについては、本市の人口推計や社会情勢の変化を

見据えた長期的な計画となることから、5年程度の期間で基本方針及び再編計画に加

え、地域プランの見直しを行います。 
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【 参考資料 】 

 

1 令和 7年度 学校別児童生徒数及び学級数（令和 7 年 5 月 1日現在） 

 

(1) 小学校 
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(2) 中学校  ※川口市立高等学校附属中学校、芝西中学校陽春分校を含む 
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2 学校別児童生徒数の推移（令和元～7 年度） ※毎年度 5 月 1 日現在 

(1) 小学校   
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(2) 中学校  ※川口市立高等学校附属中学校、芝西中学校陽春分校を除く 
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3 令和 7年度 市立小中学校の学校規模（令和 7 年 5月 1 日現在） 

※川口市立高等学校附属中学校、芝西中学校陽春分校、特別支援学級を除く 

(1) 小学校 
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(2) 中学校 
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4 令和 7年度 通学区域の状況 

 
(1) 小学校       1 つの小学校から、最大で 3 つの中学校へ分かれている状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 中学校       1 つの中学校に、最大で 4 つの小学校から入学している状況 
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5 小中学校適正規模・適正配置に関するアンケート 結果 

 

目  的 通学時間等の現状を把握し、今後の学校の在り方を検討するための参考 

とする 

対  象 市立小中学校に在籍する児童生徒保護者 

調査期間 令和７年７月１４日（月）～令和７年８月２９日（金） 

回  答 小学校保護者  7370 件 

中学校保護者  2740 件 

合 計  10110 件 

 

 内  容（抜粋） ※パーセンテージ（％）は、当該質問の回答数に対する割合です 

 

・お子さんが通う学校の地区について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お子さんが所属する学年の学級数について 

 

 

 

 

 

 

・お子さんの学校の規模について 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央地区 539 7.3% 137 5.0%

横曽根地区 533 7.2% 246 9.0%

青木地区 936 12.7% 249 9.1%

神根地区 600 8.1% 327 11.9%

南平地区 735 10.0% 470 17.2%

芝地区 383 5.2% 204 7.4%

芝前川地区 490 6.6% 15 0.5%

新郷地区 386 5.2% 136 5.0%

鳩ヶ谷地区 1015 13.8% 312 11.4%

安行地区 637 8.6% 236 8.6%

戸塚地区 1116 15.1% 408 14.9%

小学校 中学校

少ない 921 12.8% 210 8.1%

ちょうど良い 5396 74.9% 1833 71.0%

多い 890 12.3% 539 20.9%

小学校 中学校

小さい規模が良い 1221 16.9% 546 21.1%

ちょうど良い 5466 75.8% 1903 73.7%

大きい規模が良い 520 7.2% 133 5.2%

小学校 中学校
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・お子さんの通学方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お子さんの通学時間（片道）について（通学班は集合場所からの時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お子さんの通学距離（片道）について（通学路を使用した場合の距離） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お子さんの通学時間・通学距離について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

およそ15分以内 5682 78.8% 1586 61.4%

およそ30分以内 1470 20.4% 896 34.7%

およそ45分以内 55 0.8% 93 3.6%

45分を超える 0 0.0% 7 0.3%

小学校 中学校

およそ500ｍ以内 3165 43.9% 551 21.3%

およそ1ｋｍ以内 2797 38.8% 889 34.4%

およそ1.5km以内 983 13.6% 586 22.7%

およそ2km以内 245 3.4% 378 14.6%

2kmを超える 17 0.2% 178 6.9%

小学校 中学校

近い 2531 35.1% 595 23.0%

どちらかといえば近い 1105 15.3% 311 12.0%

ちょうど良い 1715 23.8% 691 26.8%

どちらかといえば遠い 1395 19.4% 670 25.9%

遠い 461 6.4% 315 12.2%

小学校 中学校

徒歩（通学班） 6868 95.3% 徒歩 2325 90.0%

徒歩（個人） 323 4.5% 自転車 246 9.5%

公共交通機関 0 0.0% 公共交通機関 8 0.3%

その他 16 0.2% その他 3 0.1%

小学校

その他の内容
　　　送迎（行き帰りのどちらかも含む）

その他の内容
　　　送迎（行き帰りのどちらかも含む）

中学校
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